
電子カルテ情報共有サービス
操作マニュアル

こちらの機能はオプションです。別途ご契約が必要となります。

＜ご案内＞

本書は「電子カルテ情報共有サー
ビス」についての操作手順を説明
しています。本書をよくお読みにな
り十分に活用してください。また、
お読みになった後も大切に保管し
てください。
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※本書中に使用している画面は参考画面です。お客様のお使いの機種により多少異なりますのでご了承ください。

Contents
電子カルテ情報共有サービスについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

本書は、「電子カルテ情報共有サービス」についての操作手順を説明しています。本書をよくお読みに
なり十分に活用してください。また、お読みになった後も大切に保管してください。



医療機関が電子カルテ情報共有サービスに健康診断結果報告書（以後、健診文書）を登録することで、迅速に健
診結果をマイナポータルで本人が閲覧できるほか、全国の医療機関等及び加入する医療保険者等が取得・閲覧
できる仕組みです。
※健診文書の登録は医科対象のサービスとなるため歯科は対象外です。
※健診文書閲覧はすでに対応済みです。(「オンライン資格確認操作マニュアル」参照)

③臨床情報登録・閲覧サービス

電子カルテに登録されている臨床情報(傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方)を全国の医療機関等
や患者が取得・閲覧できる仕組みです。
※臨床情報登録は医科対象のサービスとなるため歯科は対象外です。
★臨床情報が閲覧できるように対応しました。（参照方法は次ページ以降をご確認ください。）

➃患者サマリー登録・閲覧サービス

詳細は厚労省ホームページ(下記)にてご確認ください。
ＱＲコード

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001457777.pdf

医師から患者に対して提供される療養上のアドバイスをマイナポータルから閲覧できる仕組みです。
※医科対象のサービスとなるため歯科は対象外です。

②健診文書登録・閲覧サービス

診療情報提供書（紹介状）を、紹介先の医療機関等宛てに電子送付できる仕組みです。
※医科対象のサービスとなるため歯科は対象外です。

①文書送受信サービス

★電子カルテ情報共有サービスはオプションです。使用するには、別途費用が必要となります。

電子カルテ情報共有サービスとは？

電子カルテ情報共有サービスは、全国の医療機関や薬局などで患者さんの電子カルテ情報を共有するための

仕組みです。提供されているサービスは全部で4種類あり、主に医科を中心とした内容となっていますが、
歯科ではそのうち「②健診文書の閲覧」と「③臨床情報の閲覧」が利用できます。

電子カルテ情報共有サービスについて
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臨床情報

クリックすると臨床情報が参照可能です。
※患者さんが臨床情報に同意していない場合、“臨床情報”がグレーで表示されます。

臨床情報を参照するには設定が必要です。

■個人情報保護を行っている場合→次ページへ

■個人情報保護を行っていない場合→P.6へ

・―：情報なし ・×：同意なし

・○：同意あり

※臨床情報欄にマウスカーソルを置くと、臨床項目６項
目それぞれの同意状態が表示されます。

表示例）

＜カルテ入力画面＞
上部にある【薬情・特健・診療】ボタンを【薬情・特健・診療他】に変更し、メニューに“臨床情報”を追加し
ました。

マイナンバーカード読み取り時に患者さんが選択した臨
床情報の閲覧同意の有無が表示されます。

＜資格情報比較画面＞

画面説明

電子カルテ情報共有サービスの場合、以下の画面に変更されます。

「臨床情報」欄を追加しました。

臨床情報
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個人情報保護メンテナンスツール画面が表示されます。該当のユーザーIDを選択しダブルクリックします。3

2 ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示されますので、それぞれ入力し、【確定】をクリックしてください。
※管理者(有資格者)でログインしてください。

個人情報保護を行っている場合、臨床情報参照の権限設定が必要となります。以下の手順を参照
し、ユーザーIDごとに権限の設定を行ってください。

・初回のみ設定を行ってください。(次回以降は設定の必要はありません)

・マシン単位で設定を行ってください。

・臨床情報参照の権限は有資格者(医師・歯科医師・薬剤師等)のユーザーIDに対して設定してください。

1 メインメニューの【メンテナンス】→【個人情報保護メンテナンス】をクリックします。

個人情報保護を行っている場合

個人情報保護を行っていない場合は、P.6を参照してください。

参照権限の設定

「ユーザー情報の修正」画面に「臨床情報の参照」のチェックボックスを追加しました。
これにより、個人情報保護を設定しているお客様または電子カルテ運用を行っている場合、臨
床情報の参照の権限をユーザーIDに付与することができます。

・電子カルテ仕様の場合 ・電子カルテ仕様ではない場合

追加
追加
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6 「終了します。よろしいですか？設定内容の一部はマシンの再起動後に有効になります。」と表示されますので、【はい】をクリック
します。

7 メインメニューに戻りますので、マシンを再起動してください。

個人情報保護メンテナンスツール画面に、「臨」欄を追加致しました。
※手順4の「ユーザー情報の修正」画面にて、「臨床情報」のチェックボックスにチェックを入
れると「〇」が表示されます。

4 「ユーザー情報の修正」画面が表示されます。
「臨床情報の参照」のチェックボックスにチェックを入れ、【登録】をクリックします。

5 個人情報保護メンテナンスツール画面に戻りますので、【終了】をクリックします。

個人情報保護メンテナンスツール画面について

追加

4



6 PDF取得中のメッセージ表示後、PDFが表示されます。

5 期間指定画面が表示されます。開始/終了の年月を指定し、【確定】をクリックします。

・元号は「令和」のみ選択可能です。
(令和1年5月より指定可能)

・開始～終了年月日は5年以内になるよう入力してくださ
い。

(この場合は令和7年12月～令和8年1月分を参照したいので、開始日付に「0712」、終了日付に「0801」と入力し【確定】をクリック)

1 管理者(有資格者)にて個人情報保護のログインを行ってください。

・患者さんが、マイナンバーカードで【同意する】を選択していない場合“臨床情報”がグレー表
示され、クリックできません。

・参照権限のないユーザーIDで“臨床情報”をクリックした場合、以下のメッセージが表示されま
す。

臨床情報の表示(個人情報保護を行っている場合)

以下手順を参照し、臨床情報を表示してください。

臨床情報は医師・歯科医師・薬剤師等の有資格者のみが閲覧可能です！

患者様の意思をマイナンバーカードで確認した上で、有資格者(医師/歯科医師/薬剤師等)
が閲覧してください。

2 該当患者さんを呼び出し、【カルテ入力】タブをクリックします。

3 ・電子カルテ仕様の場合、「患者認証」画面が開きます。パスワードを入力し、【確定(F12)】をクリックします。
・電子カルテ仕様ではない場合、手順4へ進みます。

4 カルテ入力画面の上部にある【薬情・特健・診療他】”をクリック→“臨床情報”をクリックします。
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4 以下のようなメッセージが表示されますので、【OK】をクリックしてください。
(初回パスワード設定時のみ表示されます。次回以降このメッセージは表示されません。)

例）臨床情報のパスワード設定を行っていない場合

2 ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示されます。
入力し、【確定】をクリックします。

・ユーザーID：japan(初期値)

・パスワード：japan(初期値)

※上記ユーザーID/パスワードでログインできない場合は、
「hitachi」をお試しください。

3 個人情報保護メンテナンスツール画面が表示されます。
画面下の【その他】タブをクリックします。

1 メインメニューの【メンテナンス】→【個人情報保護メンテナンス】をクリックします。

個人情報保護を行っていない場合

パスワードの設定

個人情報保護メンテナンスツール画面に「臨床情報の参照用」を追加しました。
個人情報保護を行っていない場合、臨床情報を表示するには、パスワードの設定が必要となり
ます。以下手順を参照し、パスワードを設定してください。

・初回のみ設定を行ってください。(次回以降は設定の必要はありません)

・パスワード設定は有資格者(医師・歯科医師・薬剤師等)が行ってください。

追加
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5 個人情報保護メンテナンスツール画面が表示されます。

①「臨床情報の参照用」にて【設定】をクリックしてください。
②パスワード変更画面が表示されますので、「新しいパスワード」「パスワードの確認入力」を入力し、【確定F12)】
をクリックします。

6 【終了】をクリック→「終了します。よろしいですか？設定内容の一部はマシンの再起動後に有効になります。」と表示されますの
で、【はい】をクリックします。

7 メインメニューに戻ります。再起動の必要はありません。
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・開始～終了年月日は5年以内になるよう入力してくださ
い。

5 PDF取得中のメッセージ表示後、PDFが表示されます。

※パスワードを忘れてしまった場合は、P.6を参照し再度設定を行ってください。

4 期間指定画面が表示されます。開始/終了の年月を指定し、【確定】をクリックします。

(この場合は令和7年12月～令和8年1月分を参照したいので、開始日付に「0712」、終了日付に「0801」と入力し【確定】をクリック)

・元号は「令和」のみ選択可能です。
(令和1年5月より指定可能)

1 該当患者さんを呼び出します。

パスワードが異なる場合、以下のメッセージが表示されます。

臨床情報の表示(個人情報保護を行っていない場合)

以下手順を参照し、臨床情報を表示してください。

臨床情報は医師・歯科医師・薬剤師等の有資格者のみが閲覧可能です！

患者様の意思をマイナンバーカードで確認した上で、有資格者(医師・歯科医師・薬剤師
等)が閲覧してください。

2 カルテ入力画面の上部にある【薬情・特健・診療他】”をクリック→“臨床情報”をクリックします。

患者さんが、マイナンバーカードで【同意する】を選択してい
ない場合、“臨床情報”がグレー表示され、クリックできませ
ん。

3 パスワード入力画面が表示されますので、パスワード欄に設定したパスワードを入力し、【確定】をクリックしてください。
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【警告】
臨床情報の取得要求の期間が＊年を超えていま
す。

情報の取得要求期間が臨床情報の提供期間を超えていた場合に表示されます。
指定する期間を見直して、再度実行してください。

【警告】
出力最大件数（＊件）を超えています。

指定した期間（年月）に対する臨床情報の取得件数が返却上限件数を超過した場
合に表示されます。
指定する期間を見直して、再度実行してください。

【エラー】
臨床情報の全ての閲覧同意が有りません。

被保険者のマイナンバーカードによる閲覧同意が行われていない場合（閲覧同意
の有効期間超過を含む）に表示されます。
被保険者の閲覧同意を取得のうえ、再度実行してください。

【エラー】
電子カルテ情報共有サービスが利用できません。

電子カルテ情報共有サービスの利用申請を行っていない、もしくは電子カルテ情
報共有サービス利用設定を行っていない場合に表示されます。
電子カルテ情報共有サービスの利用申請、利用設定を行ったうえ、再度実行して
ください。

【エラー】
臨床情報の検索結果が存在していません

臨床情報検索の検索結果が存在しない場合に表示されます。

＜参考＞臨床情報取得時のエラー一覧

臨床情報取得時のエラーの一覧と対処方法です。

エラー内容 詳細と対処方法

【エラー】
資格情報が存在しません。

指定した保険者番号、被保険者証等記号、被保険者証等番号、枝番に相当する
資格情報がオンライン資格確認等システムに登録されていない場合に表示されま
す。患者情報を見直してください。
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